
 
 

 

 

定定額額給給付付金金のの給給付付にに合合わわせせたた寄寄附附のの状状況況ににつついいてて  

 

１ 概要 

 定額給付金は、市民の方の生活支援と地域の経済対策を目的としていますので、地元商店

街などで是非ご利用いただくことを第一としています。しかし、ご利用の予定がない方で、

ご自身でお使いになるのではなく、生活や就労が困難な状況の方々への支援に使いたいと望

まれる方のために 4 つのメニューをご用意し、金融機関に出向くことなく定額給付金（全額

または一部）を寄附できる、簡便な仕組みを作りました。 

(1) 「寄附申込書」に記入し「定額給付金申請書」と一緒に返送する方法 

(2) インターネットを利用したクレジットカード払いで寄附する方法 

 

２ 寄附の使いみちについて   

 寄附申し込み時に、４つの活用メニューの中から希望する使いみちを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
３ 寄附の申し込み状況（６月 10 日現在） 

 

 寄附メニュー 寄附申し込み件数 寄附金額 

合 計 ５,１８０件 ２８,０３８,６８９円 

Ａ  ５５２件   ３,５８０,２０２円 

Ｂ  ５４１件  ２,３１８,６８５円 

Ｃ ２,５４１件 １４,２１５,６２６円 

内 

訳 

Ｄ １,５４６件  ７,９２４,１７６円 
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〈寄附金の使いみち〉 

（Ａ）若者の雇用確保のための支援（企業等と連携した職業訓練から採用までの一貫
した就労支援プログラムに活用） 

 
（Ｂ）高齢者の安全確保のための支援（連動型住宅用火災警報器の購入・設置補助）
 

（Ｃ）生活困難を抱える女性、子ども、障害者、外国人の子どものための支援 
 
（Ｄ）使いみちは横浜市におまかせ 

＜裏面あり＞ 



 

 

（参考：定額給付金の給付に合わせた寄附の仕組み） 

 
市民の方々が金融機関に出向くことなく寄附金を横浜市へ納めるこ

とができるように、定額給付金（寄附分のみ）の受領及び寄附手続きは、
市内で市民活動の支援や連携を推進している「市民セクターよこはま」
を通じて行うこととしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○「市民セクターよこはま」の概要 

 

市内で活動する福祉系の NＰO やボランティア団体が中心となって設
立された「誰もが自分らしく暮らせるまちづくり」をミッションとする
中間支援組織＊です。（今回の寄附金の配分や事業執行とは関わりあり
ませんが、生活や就労が困難な方を応援する趣旨に賛同し、横浜市と契
約を締結して寄附関係事務にあたります。） 

（名称）特定非営利活動法人市民セクターよこはま 

（所在地）横浜市中区 

（法人設立年月日）平成 15 年４月１日 

（代表者）理事長 中野 しずよ 

（会員）195 団体・個人（平成 21 年４月 30 日現在） 

 

＊中間支援組織…市民活動団体と行政との間にあって、一方で市民活動団体に対して、
市民活動相互の連携や情報交換、情報や技術・技能、ノウハウの提供などの機能を持
ち、他方で行政に対しては、市民活動全体の立場を踏まえて政策提言を行う組織。 

 

寄 附 の 流 れ 

市民のみなさま 

横 浜 市 

横 浜 市 

市民セクターよこはま ご指定の口座 

寄附のお申し込み 

寄附手続き 

(代理受領額全額) 

（Ａ～Ｄの支援事業を実施) 
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